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原告は、被告医療法人高寿会の答弁書に対し、以下のとおり認否反論する。

第 1「第 3 被告高寿会の主張」について

1  「 1」 について

(1)第 1段落について

ア 第 1文について

亡輝民は、平成 24年 9月 20日 の実習中に行方不明となつたが、連絡

がついたのは、翌 21日 の夕方に警察を通 じてではなく、午前中に原告を

通 じてである。すなわち、同月 21日 の午前中、原告の携帯電話に亡輝民

か ら無事を知 らせる電話が入つたものである。

イ 第 2文・第 3文 について

実習要綱において無断欠席または連絡不通 となつた場合に原則 として実

習は中止 となる旨が定められているが (乙 209頁 )、 「原則」 と記載 され

ているとお り例外を排除する定めとなつていない。
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実習の中止は、実習の履修が卒業要件となつていることから、留年とな

る可能性が高く、学生にとつては不利益の度合いが極めて大きい。

そのため、実習を中止すべきか否かは、無断欠席や連絡不通の原因や程

度、実習先の意向等を総合的に判断して決められるべきであり、当然に中

止とされるべきものではない。

本件では、亡輝民の実習先からは、翌日から実習に戻つて来ても受け入

れるとの申し出がなされており、亡輝民も十分に反省をしていたのである

から (甲 8)、 実習の中止が「やむを得ない措置」であつたとはいえない。

(2)第 2段落について

亡輝民が同月 23日 に近畿リハ学院を訪れて謝罪したとあるが、 24日 の

誤りである。

(3)第 3段落について

亡輝民が診断書 (甲 4)を提出したこと、同診断書の記載内容について認

める。同診断書には、「現在の負荷が減つた状態では、病的と判断される精

神状態は認めません」と記載されており、負荷が生じた場合は病的な状態に

なり得ることがわかる。

(4)第 4段落について

亡輝民が第Ⅳ期総合実習に参加し、実習が終了したことは認める。

2「 2」 について

(1)第 1段落について

被告高寿会は亡輝民の同級生が平成 24年 に辻クリニックで実習を受けて

就職していること、バイザー予定の日■口洋療法士が近畿リハ学院の卒業生

であることから、亡輝民が相談しやすくてよいと考えて、同クリニックを実

習先としたと主張する。

しかし、亡輝民の同級生で平成 24年に辻クリニックで実習を受けて就職
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したE氏 は、就職後わずか 2, 3ヶ 月で辻クリニックを退職している。通

常、新卒で就職 した先を 2, 3ヶ 月で退職することはよほどの事情がない限

り考えられず、自■氏は辻クリニックに何らかの問題を感じて退職したもの

と推測される。

また、卒業生がバイザーをすれば相談しやすいとは限らない。特に、亡輝

民は成績が優秀であるにも拘わらず、前年度実習で蹟き、留年をした経験が

あり、実習にナーバスになつていることが容易に予測されたといえる。その

ため、実習を担当するバイザーを誰にするのかは、非常に重要であつた。

この点、日■氏の理学療法士及びバイザーとしての経験として、当時、被

告高寿会が把握していた事実はいかなるものか不明のため、求釈明を行う。

(2)第 2段落について

‐ 教員との面談が実施されたこと、またその内容について不知。

被告高寿会は、■■ 教員が亡輝民に対し、
「辻クリニックには同級生が働

いているが、嫌か」と聞いたと主張するが、そのようなことは被告高寿会が

原告に本件の一連の内容として交付した報告書 (甲 5)に記載されていない。

また、原告の父及び原告の姉が■■ 教員と面談した際にも、同人から亡輝民

とそのようなやり取りをしたことは何ら聞いていない。

よって、実際に■D教員が亡輝民との間でそのようなやり取りをしたとい

うこと自体、極めて疑わしい。

少なくとも、亡輝民は、実習先が辻クリニックに決まつたことを受けて、

友人に平成 25年 6月 26日 18時 08分に「学校から嫌われたんかな ?」

(甲 20の 1)と メールしているなど、実習先が辻クリニックに決まつたこ

とを「ありがたい」と感じて安心していたということは考えられない。

(3)第 3段落について

不知。
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3「 3」 について

否認 し、争 う。

第 2 求釈明

1 被告高寿会が亡輝民が平成 24年度の実習中に実習が失踪し実習が中止とな

った件に関連して、平成 25年度に日■教員が亡輝民の担任になつた際に引き

継いだ内容

【求釈明の理由】

亡輝民は、平成 24年度の実習中に、実習先でのプレッシャーが原因で心因

性健忘が生じて失踪し、実習を履修できず留年している。この件について亡輝

民は、被告高寿会に平成 24年 9月 24日 付で事の詳細を記載した報告書 (甲

8)を提出している。また、心因性健忘が生じた旨の診断書 (甲 4)も提出し

ている。

そのため、被告高寿会は、亡輝民が実習中にプレッシャーが生じると体調不

良を生じさせ得ることを把握していた。

よつて、平成 25年度に再度当該実習を履修するにあたつて、亡輝民の担任

であり、実習先を選択する■■教員に対し如何なる事項を引き継いだのかは被

告高寿会の安全配慮義務の履行の有無を判断するに当たつて極めて重要な事項

であり、かつ、被告高寿会にしか知り得ない事実である。

2 平成 24年 6月 26日 当時、被告高寿会が被告一裕会について把握していた、

実習先としての経験内容 (実習の受け入れが始まつた時期・受け入れ回数、受

け入れ時期、実習生の人数等)、 及び評価

【求釈明の理由】

被告高寿会が亡輝民の実習先を決める際、安全配慮義務を尽くしたか否かを

判断するにあたつて重要な事実となる。
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3 平成 24年 6月 26日 当時、被告高寿会が‐ バイザーについて把握してい

た、同人の理学療法士としての経験内容、及びバイザーとしての経験内容

【求釈明の理由】

同上

4 平成25年 11月 14日 19時 46分に亡輝民が■D教員に対し送付したメ

ール「■口先生 お忙しいところ失礼します。現状報告でお電話しましたが、

お休みでしたので、メールで失礼します。今のところは、継続して行つており

ますが、昨日帰らされかけました。謝罪してどうにか帰らずに済みましたが。

予想通 リプレッシャーが強い環境で、一次評価で苦労しています。気を使いす

ぎて思 うように考えられない、抜けが出てしまつている状態です。・・・」に

対し、日■教員がメールで返信したという内容

【求釈明の理由】

被告高寿会が原告に交付した報告書 (甲 5ell頁 )に は、亡輝民が‐ 教

員に、メールで実習先の辻クリニックで「帰らせかけ」たこと、予想どおリプ

レッシャーが強い環境で苦労していること等の相談をしたのに対し、日■教員

が亡輝民に返信をしたと記載されている。

被告高寿会によると、同メールは保存されていないとのことであるが、亡輝

民の携帯電話の受信履歴にも対応する日■教員からのメールの履歴がない。

よって、返信をしたというのであれば、その内容を明らかにされたい。

5 被告高寿会が亡輝民との間でやり取りをした内容は報告書 (甲 5)記載の事

実及び既に提出された答弁書と書証記載の内容に尽きるか否か、記載の他にも

やり取りがあつた場合はその内容

【求釈明の理由】
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被告高寿会は、亡輝民に対する安全配慮義務を尽くしたと主張しているとこ

ろ、その内容が報告書 (甲 5)及び既に主張された内容に尽きるか否かは、今

後原告・被告ら双方にとつて主張・立証活動の前提となるため、明確にする必

要がある。

6 被告高寿会と被告一裕会間の亡輝民の実習に関する契約内容及び亡輝民に関

する申し送り事項

【求釈明の理由】

被告高寿会は、被告一裕会との間で実習に関する契約を締結している。その

内容 (契約書)及び被告高寿会が被告一裕会に亡輝民に関して申し送りをした

事項の有無及びその内容は、被告高寿会の安全配慮義務の履行の有無に関して

重要であり、かつ被告高寿会しか知り得ない事実である。

7 被告高寿会が留年時の実習の実施時期を第 4期 に指定した理由

【求釈明の理由】

被告高寿会によれば、実習は第 1期 から第 4期までがある。その中で留年時

の実習が同年度において最終期である第 4期に指定されたことは、亡輝民にと

つて失敗が許されないという強いプレッシャーになつたと考えられる。そのよ

うな中で被告高寿会が実習を第 4期 に指定した理由は、被告高寿会の安全配慮

義務の履行の有無に関して重要であり、かつ被告高寿会しか知り得ない事情で

ある。

以 上
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